
平成 21 年度 2651 コミュニケーション能力をはぐくむ英語教育講座（第３回）日程表

月日 時間 研 修 内 容 講師・助言者等 室

9:00

9:30

受 付 宿
泊
棟

9:40

9:50

連絡会 県立教育研修所指導主事

10:00

12:30

発表・協議

授業実践ビデオによる授業研究Ⅱ
県立教育研修所指導主事

第
２
会
議
室

13:30

15:50

協議

コミュニケーション能力をはぐくむ

指導Ⅲ

－授業実践での工夫と課題－

県立教育研修所指導主事

２

月

２

日

(火)

16:00

16:20

閉講式 県立教育研修所指導主事

第
２
会
議
室

(1) 携行品・提出物等

ア 旅行命令通知書（市町組合立中・特別支援学校の県費負担教職員のみ。ただし、初任者研修

及び10年経験者研修の校外研修として受講する場合は不要）

イ 印鑑、筆記用具、宿泊用具

ウ 「中学校学習指導要領解説 外国語編」（平成 11 年９月文部省、平成 20年９月文部科学

省）又は「高等学校学習指導要領解説 外国語編 英語編」（平成11年12月文部科学省）

エ 各校で使用している教科書（高等学校の場合、英語Ⅰ、Ⅱの教科書が望ましい）

オ 提出資料（別紙の「研修資料の作成について」参照）

(2) 食事について

食費は当日受付で徴収します。昼食代 650 円

特別な事情（食餌療法等）で、食事に配慮が必要な場合は、前々日までに講座担当課

まで申し出てください。

(3) 県立教育研修所では省資源、省エネルギーを推進しています。気温の変化が大きい時

期には、調整ができる服装で参加してください。



（別紙）

平成 21 年度 ２６５１ コミュニケーション能力をはぐくむ英語教育講座（第３回）

－中・高等学校 英語科教育研究講座－

研修資料等の作成について

１ テーマ コミュニケーション能力をはぐくむ授業づくり

２ 内 容 （１）コミュニケーション能力をはぐくむ授業づくりに向けた取組の成果と課題

① 授業実践上の課題

・第２回研修の発表・協議であきらかになった自己の授業実践上の課題

② 課題に対する改善策の実施

・研修講座の内容をふまえて各自が実施した授業改善の具体的な内容

③ 授業改善の成果及び今後の課題

・各自が実施した授業改善に向けた取組の成果と今後の課題のまとめ

（２）各所属校で実践した授業の単元指導計画及び授業の学習指導案

（同単元の教科書の該当箇所、授業での配布プリント等もＡ４判にして添付

のこと）

３ 作成部数 20 部（縦長、横書き、Ａ４判）

※（１）、（２）は左上１箇所をそれぞれ別にホッチキスでとめること。

４ 提出期限 平成22年１月26日（火）までに各１部を担当者にe-mailで提出してください。

（メールアドレスは第２回で連絡済）

※当日、20部を持参してください。

※教科書の該当箇所、授業での配布プリント等は当日学習指導案に添付して提

出してください。事前提出の必要はありません。

《記入例》

2651 コミュニケーション能力をはぐくむ英語教育講座 研修資料

受講番号 ○○

所属

氏名

コミュニケーション能力をはぐくむ授業づくりに向けた取組の成果と課題

① 授業実践上の課題

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜＜記　入　例＞＞

（市町組合立小・中・特別支援学校用） 講座番号 受講番号

   なお、提出後に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。
※３ 県立学校・市立高等学校の教職員については、旅行命令通知書の提出は不要です。

平成２１年　６月○○日

　　県立教育研修所長　様

学校名　　

校長名

　　下記のとおり旅行命令したことを通知します。

氏 名 研　修　　花　子

ｺｳﾍﾞｼ ﾆｼｸ ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆﾁｮｳ ○○

〒 神戸市西区押部谷町○○　□□－□

職 務 の 級 中･小教育職、高校教育職、行政職 ２ 級
　　　　　　　　
旅 行 命 令 期 間 平成２１年　７月７日 から 平成２１年　７月８日 まで ２ 日間

用 務 講座　受講

旅行命令簿抜粋 ）
神鉄　押部谷～三木 　）

県立教育研修所 ○ 旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)
私用自動車使用 私用自動車同乗

※　用務先の在勤庁・自宅は非該当を二重線で消してください。
　  備考欄は、該当する項目に○を記入し、その他必要事項があれば適宜記入してください。

旅　費　振　込　先　

本 人 口 座 名 義
(カタカナで記入)

金 融 機 関 名  本店・支店
(金融機関コード)  支所・出張所

（注）１　ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関用の口座番号を記入してください。
　　　２　口座名義・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号は通帳等で確認してください。
　　　３　該当するところに○をつけてください。
　　　４　金融機関コードがわからない場合は、空欄で結構です。

6431 ○○
※１ 旅費支給手続上、必ず『講座の１週間前まで』に、旅行命令通知書を、教育研修所にＦＡＸ
   し、原本は当日持参してください。（FAX 0795-42-5393）
※２ 初任者研修及び10年経験者研修の校外研修に位置づける場合は、教育事務所の指示に従ってく
 　ださい。教育研修所への提出は不要です。

用　　　務　　　先 備　　　　　考
旅行命令簿の内容を
転記してください。

在勤庁　・　自宅

神戸市西区三木市A

小・中学校　教育経営

記

651-2213

（フリガナ）
自 宅 住 所

印勉　学　　太　郎

在勤庁　・　自宅

在勤庁（
調 整 対 象 区 間 （

神鉄　押部谷駅～三木駅～教育研修所

） ・ 自 宅 （

31 2  普通・その他(　　　　)

　直行・直帰等の考え方については、「教育委員会事務局等職員及び学校職員の旅費の調整基準の改正に
ついて（通知）」（平成20年３月26日付け教総1767号、教教3560号）によってください。

 銀行・信用金庫・信用組合 ◎◎

コ

4 5 6

（ １２３４ ）  JA・その他（　　　　　） （ ５６７ ）

預 金 種 別 7

ナケ ン シ

◎◎

口 座 番 号

旅  行  命  令  通  知  書

職三木市立○○小学校

ュ ウ ハ



＜＜記　入　例＞＞

（ケース１）

県立考古博物館
旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)

○ 私用自動車使用 私用自動車同乗

（ケース２）

県立教育研修所
旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)

○ 私用自動車使用 私用自動車同乗

（ケース３）

県立教育研修所
○ 旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)
私用自動車使用 ○ 私用自動車同乗

（ケース４）

県立教育研修所
旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)

○ 私用自動車使用 私用自動車同乗

自宅～県立考古博物館自宅から私用自動
車の場合
かつ、研修会場が
研修所以外の場合
【地区別研修等】

用　　　務　　　先 備　　　　　考

私用自動車の場合
で、在勤庁に戻る
場合
【直行のみ】

旅行命令簿の記入例

用　　　務　　　先
在勤庁　・　自宅

在勤庁　・　自宅

特定の場所に集合
し、乗り合わせて
移動する場合

公務都合により通
所を認めた場合

在勤庁　・　自宅

在勤庁　・　自宅

用　　　務　　　先

在勤庁　・　自宅

在勤庁　・　自宅

用　　　務　　　先

備　　　　　考

在勤庁　・　自宅

三木市～教育研修所(日々帰庁）

自宅～教育研修所～職場

備　　　　　考
在勤庁　・　自宅 ＪＲ相生駅～(通勤認定経路)～ＪＲ姫路駅～

(私用自動車に同乗）～教育研修所(復路も同
じ）

備　　　　　考

※　通所については事前に、講座担当者に申し出て、手続きを行ってください。



様式５（市町組合立小・中・特別支援学校用） 講座番号 受講番号

   なお、提出後に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。
※３ 県立学校・市立高等学校の教職員については、旅行命令通知書の提出は不要です。

平成　　 年　　 月　　 日

　　県立教育研修所長　様

学校名　　　　　

校長名

　　下記のとおり旅行命令したことを通知します。
記

氏 名

自 宅 住 所

〒

職 務 の 級 中･小教育職、高校教育職、行政職 級
　　　　　　　　
旅 行 命 令 期 間 平成　　年　　月　　日 から 平成　　年　　月　　日 まで 日間

用 務 講座　受講

旅行命令簿抜粋 　）
　）

旅費の調整基準適用
在勤地内(　　 　　　　　　　　　 　　)
私用自動車使用 私用自動車同乗

※　用務先の在勤庁・自宅は非該当を二重線で消してください。
　  備考欄は、該当する項目に○を記入し、その他必要事項があれば適宜記入してください。

旅　費　振　込　先　
本 人 口 座 名 義
(カタカナで記入)

金 融 機 関 名  本店・支店
(金融機関コード)  支所・出張所

（注）１　ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関用の口座番号を記入してください。
　　　２　口座名義・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号は通帳等で確認してください。
　　　３　該当するところに○をつけてください。
　　　４　金融機関コードがわからない場合は、空欄で結構です。

※１ 旅費支給手続上、必ず『講座の１週間前まで』に、旅行命令通知書を、教育研修所にＦＡＸ
   し、原本は当日持参してください。（FAX 0795-42-5393）
※２ 初任者研修及び10年経験者研修の校外研修に位置づける場合は、教育事務所の指示に従ってく
 　ださい。教育研修所への提出は不要です。

 普通・その他(　　　　)

旅  行  命  令  通  知  書

（　　  　 　）
 銀行・信用金庫・信用組合
 JA・その他（　　　　　） （　　  　 　）

口 座 番 号

　直行・直帰等の考え方については、「教育委員会事務局等職員及び学校職員の旅費の調整基準の改正に
ついて（通知）」（平成20年３月26日付け教総1767号、教教3560号）によってください。

（フリガナ）

職

印

預 金 種 別

旅行命令簿の内容を
転記してください。

在勤庁（ ）・自宅（

在勤庁　・　自宅

在勤庁　・　自宅

調 整 対 象 区 間 （
備　　　　　考用　　　務　　　先


